
問合せ先 給付貸付課資格担当 03-5320-6826

これまでの組合員資格で保険診療を受けることができるのは退職日までです。
退職日の翌日以降は、これまでの組合員資格で保険診療を受けることはできなく

なりますので、ご注意ください。

令和７年度末に退職し、公立学校共済組合東京支部の組合員資格を喪失する方（４月１日付けの人事異動によ
り都共済・他共済へ転出する方を含みます。）は、退職後は、これまでの組合員資格で保険診療を受けることが
できなくなります。

資格確認書（有効期限内のもの）をお持ちの方は、必ず所属所に返却する※とともに、所属所を通じて資格喪
失手続をしてください。
※有効期限が過ぎた資格確認書は、ご自身で処分してください。
※�公立学校共済組合の他支部へ転出する方の資格確認書（有効期限内のもの）（交付されている場合）についても、退職時の所属所に返却してく

ださい。
退職日以降に保険診療を受ける際は、マイナ保険証で受診する場合を含め、加入する健康保険が変わること

を医療機関等にお伝えください。
なお、組合員資格の喪失後に当共済組合の資格で医療機関を受診した場合には、当共済組合が負担した医

療費総額の７割（一部８割）分と附加金等の給付金を返還していただきますので、ご注意ください。

令和７年度末に退職される方の健康保険の手続について

組合員資格喪失手続のご案内

！ 手続の注意点

■ 任意継続組合員となる方は、引き続き当組合の組合員資格で保険診療を受けることができますが、これまでの資格
確認書（交付されている場合）を引き続き使用することはできません。資格喪失手続時に所属所へ返却してください。

■ 退職後に暫定再任用職員（フルタイム・短時間勤務）、定年前再任用短時間勤務職員として働く方は、組合員資格
が継続されますので、これまでの組合員資格で引き続き保険診療を受けることができます。現在お持ちの資格確認
書の返却は不要です（ただし、組合員種別や組合員番号が変更となる方は、新所属所で種別（番号）変更の手続お
よび資格確認書（有効期限内のもの）（交付されている場合）の返却が必要となります。）。

年度初めの被扶養者手続を忘れずに

ご家族の扶養状況をご確認ください
年度の変わり目であるこの時期は、就職・退職、転居などによるご家族の扶養状況の変化や、組合員の給与

改定や任用形態の変更に伴う配偶者との収入逆転が生じることが多くあります。これらの場合は、被扶養者の
認定や認定取消といった手続が必要となりますので、速やかに手続を行ってください。手続が遅れると、医療費
等の返還が生じたり、認定事由発生日からの認定ができなくなる恐れがあります。

新年度を迎えるに当たり、改めてご家族の扶養状況の確認をお願いいたします。

給与に関する条例等が改正され、配偶者に係る扶養手当が廃止されます（管理職員の配偶者は令和7年4月1日、一般職員の
配偶者は令和8年4月1日から廃止）。

これを機に、配偶者が被扶養者の要件を満たしているかを確認の上、満たしていない場合は認定取消となりますので、所属
所の事務担当者へ手続方法をご相談ください。

配偶者に係る扶養手当の廃止について

問合せ先
資格喪失について 03-5320-6826
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